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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 状 態 を 制 御 す る 制 御 手 段 と 、 前 記 制 御 手 段 を 収 容 す る 収 容 体 と 、 前 記 収 容 体 の 開 放
を 規 制 す る 固 定 手 段 と 、 前 記 制 御 手 段 を 識 別 す る 識 別 手 段 と を 備 え た 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 固 定 手 段 の 固 定 解 除 操 作 に 伴 っ て 、 収 容 体 の 開 放 の 痕 跡 を 前 記 識 別 手 段 に 残 す よ う
に 構 成 し た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】

【 請 求 項 ３ 】

【 請 求 項 ４ 】

【 請 求 項 ５ 】

【 請 求 項 ６ 】

【 請 求 項 ７ 】

　 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 固 定 手 段 は 、 係 止 部 材 で あ っ て 、 収 容 体 の 所 定 部 に 挿 入 す る こ と で 取 り 出 し 不 能 に
な る よ う に 構 成 す る と と も に 、 前 記 係 止 部 材 を 挿 入 し た 所 定 部 の 近 傍 に 前 記 係 止 部 材 を 分
離 す る 切 断 部 位 を 設 け 、 こ の 切 断 部 位 に 前 記 識 別 手 段 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

　 請 求 項 １ ま た は 請 求 項 ２ に 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 識 別 手 段 は 、 前 記 切 断 部 位 に 埋 設 で き る 程 度 の 大 き さ で あ る こ と を 特 徴 と す る 遊 技
機 。

　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ３ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 識 別 手 段 は 、 こ の 識 別 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 識 別 情 報 を 読 取 手 段 か ら 発 せ ら れ る 所
定 の 電 波 に 応 じ て 発 信 す る 非 接 触 式 の Ｉ Ｃ チ ッ プ で あ る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

　 請 求 項 ４ に 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 Ｉ Ｃ チ ッ プ は 、 ア ン テ ナ を 内 蔵 し て い る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

　 請 求 項 ４ に 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、
　 さ ら に 、 前 記 Ｉ Ｃ チ ッ プ は 、 外 部 ア ン テ ナ を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

　 請 求 項 ５ ま た は 請 求 項 ６ に 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 Ｉ Ｃ チ ッ プ ま た は 前 記 外 部 ア ン テ ナ の い ず れ か を 前 記 切 断 部 位 に 備 え た こ と 特 徴 と
す る 遊 技 機 。



【 請 求 項 ８ 】

【 請 求 項 ９ 】
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　 請 求 項 ６ ま た は 請 求 項 ７ に 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 係 止 部 材 が 、 外 部 ア ン テ ナ と し て 機 能 す る よ う に 構 成 し た こ と 特 徴 と す る 遊 技 機 。

　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ８ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 固 定 手 段 を 複 数 個 設 け る と と も に 、 こ の 固 定 手 段 の 個 数 に 対 応 し た 識 別 手 段 を 備 え
る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
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